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第２期 北海道津別町基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

設定する区域は、令和６年４月１日現在における北海道網走郡津別町の行政区域とする。

面積は７１，６８０ヘクタール程度（津別町面積）である。 

ただし、自然公園法に規定する国立・国定公園区域（阿寒摩周国立公園）、鳥獣の保護及

び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区及び環境省が自然環境保全

基礎調査で選定した特定植物群落(チミケップ、湖畔針葉樹林、木禽岳針葉樹林及び北見相

生ミズナラ老令林）、北海道自然環境等保全条例に規定する環境緑地保護地区（共和）を除

く。 

本促進区域は国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等を含むも

のであるため、「８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」に

おいて環境保全のために配慮を行う事項を記載する。 

なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅のお

それのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区、自然環境保全法

に規定する都道府県自然環境保全地域、自然公園法に規定する都道府県立自然公園、生物多

様性の観点から重要度の高い湿地、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、シギ・

チドリ類渡来湿地は、本促進区域には存在しない。 
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（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

（地理的条件） 

津別町は北海道東部オホーツク圏の内陸部に位置しており、町境を北見市、美幌町、訓子

府町、釧路市、足寄町、弟子屈町、陸別町の２市５町に隣接している。地形は、扇状に広が

る河川と、これによって刻まれた山地によって形成され、山地は東部から南東部の境界とな

っている阿寒湖・屈斜路湖両カルデラの外輪山地、西部から南西部は、北見市、陸別町等に

隣接する町界山地からなり、総面積の約８６％を森林が占めている。森林面積は、約６１，

４２７ヘクタール（内訳：国有林約４５％、道有林約４０％、町有林約２％、民有林等約１

２％）となっており、森林面積の約８５％が国及び北海道の森林となっている。また、森林

管理認証（ＦＭ認証）の取得も進み、森林面積の約９０％が認証森林となっており、適正な

森林資源の保全と森林経営が推進されている。 

気候としては、道東地区の内陸気候帯に属しているため、夏は相当の高温を記録するが、

冬は流氷などの影響も受け寒冷で、寒暖差が大きいといった特徴がある。また、降水量が少

なく、晴天日数が多いのも特徴で、令和元年から令和５年まで５年間の平均日照時間が１，

８８９時間と北海道でも有数を誇っている。（気象庁気象観測データ） 

  また、古くから津別町は、地震が少ない地域であり、戦後の記録としては、昭和２７年の

十勝沖地震と、昭和５１年に津別町だけで感じる最大震度３～４の局地的な地震が多発した

が、それ以外の被害は記録されていない。直近１０年間でも震度４以上の地震は一度も観測

されておらず、近隣市町村と比較しても地震による被害の可能性が非常に低い地域であると

いえる。 

 

（インフラの整備状況） 

  道路網は、一般国道２４０号が町域の中央を南北に縦断し、釧路市まで自動車で約２時間、

網走市まで約５０分という位置にあり、北見市へは北海道道２７号北見津別線で接続してお

り、約３０分の移動時間となっている。道東の中央に近い場所に位置することから、女満別

空港、網走港、釧路空港、釧路港など空港及び重要港湾にアクセスしやすい場所に位置して

おり、特に、女満別空港までは、約３０分で移動でき、空路での首都圏等へのアクセスにも

優れ利便性が高い。 

  また、道東自動車道及び旭川・紋別自動車道の延伸により、道央圏までの移動時間が短縮

されてきているが、現在工事が進行中の北海道横断自動車道（網走線）の整備が進めば町内

を通行する車両が減少する可能性がある。 

 

（産業構造） 

津別町の基幹産業は、豊富な森林資源を生かした林業及び木材の加工・木製品の製造など

の製造業と、小麦、馬鈴薯、玉葱、甜菜等の畑作及び酪農・畜産を主体に発展してきた農業

である。 

特に、林業及び木材の加工・木製品の製造などの製造業は、古くから津別町の基幹産業と

して町を支えてきたが、木材需要の低下と外国産材の市場占有率が増加したことにより、国

内の林業の衰退に拍車が掛かり、それに伴って津別町においても工場等が廃業に追い込まれ
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るなど、徐々に衰退し、現在まで人口・就業者数ともに減少が続いている。 

昭和５７年には、全国に先駆けて「愛林のまち」を宣言し、様々な取組が進められてきた

が、同時に事業形態の見直しや生産経費の低減化と高次元化を実現するため、設備の近代化

が求められる時代となった。 

現在、林業及び木材の加工・木製品の製造に関連する企業数は、造材・素材生産業が５社、

木材・木製品製造業が１０社を数えているが、木材の加工・木製品の製造に関しては、それ

ぞれが特色をもって新製品の開発やそれに伴う技術革新を行ってきている。主な例として

は、安価な輸入合板に対抗するために加工が難しい針葉樹を用いた構造用合板の製造、国内

でも有数のＮＣ加工技術を用いた木製家具や造形物の製作、高い技術力を生かした木工クラ

フトや経木の製作、国産としては唯一となっている木製スティック・スプーン等の製作が挙

げられる。 

津別町の製造業の売上高は約１７２億円と全産業売上高（約３１９億円）の約５４％、付

加価値額の約４６％を占めており、木の町である本町にとって木材産業関連分野は、重要な

産業となっている。（ＲＥＳＡＳ：２０１６年）従業員数は８７９人と全産業従業員数（２，

２８９人）の約３８％占めている。中でも木材・木製品製造業の売上高は約１６３億円で、

製造業全体の約９５％を占めており、本町の基幹産業であるといえる。 

 

 
（ＲＥＳＡＳ：２０１６年） 

約54%

約12%

約9%

約8%

約17%

津別町の全産業売上高の割合

製造業 農業・林業 卸売業・小売業 建設業 その他
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（ＲＥＳＡＳ：２０１６年） 

 
（ＲＥＳＡＳ：２０１６年） 

 
（ＲＥＳＡＳ：２０１６年） 

約46%

約12%

約9%

約9%

約24%

津別町の全産業における付加価値割合

製造業 農業・林業 卸売業・小売業 建設業 その他

約38%

約13%約11%

約5%

約33%

津別町内事業者従業員数割合

製造業 卸売業・小売業 農業・林業 建設業 その他

約95%

約5%

製造業における売上高割合

木材・木製品製造業 他の製造業
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（人口分布の状況） 

  本町の人口は、農業、林産業が全盛であった昭和３７年の１６，８４２人をピークに減少

の一途をたどり、令和６年２月末時点では４，０７８人（津別町住民基本台帳）であり、ピ

ーク時の約４分の１にまで減少している。また、令和２年国勢調査時の４，３７３人から現

在まで約７％の３００人減少しており、減少率は全国市区町村の中でも上位となっている。 

  また、令和２年国勢調査の結果では、６５歳以上が１，９７８人となっており、人口の４

５．２％を占めており、若年層が少ないことが当町の大きな課題である。 

 

（令和２年国勢調査） 

こうした状況のため、「第２期津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和２年４月）

では、農業や林業・木材加工業を中心とする地場産業の振興による雇用創出及び６次産業化

の推進、都市圏自治体等との交流活性化による移住促進及びサテライトオフィス等の誘致促

進、安心して子育てができる環境の整備、高齢者や障がい者等が安心して生活できる環境の

整備等の取組により、上記課題へ対応している。 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

  １（２）で述べたとおり、本町は製造業、特に木材・木製品製造業が主要な産業であり、

こうした産業構造上の特性を持つ中、本町には国内、道内にシェアを持つ針葉樹構造用合板

の製造、国内でも有数のＮＣ加工技術を用いた木製家具や造形物製作、高い技術力を生かし

た木工クラフトや経木製作、国内では唯一となっている木製のスティック・スプーン製作等、

技術力が高く特色のある木材・木製品製造業が集積している。中でも、株式会社山上木工は

「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」のメダルケース作成を受注し、国内外に

津別町のものづくり技術の高さを証明している。 

今後も、地域経済牽引事業の促進により成長性の高い新事業を後押しするとともに、他の

ものづくり関連産業等における生産性の向上・販路開拓等を支援して売上増加・収益拡大を

促進し、質の高い雇用の創出や付加価値額の増加を目指す。 

  また、「第２期津別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和２年４月）においても、林

業、木材・木製品製造業をはじめとする地場産業の振興及び６次産業化の推進による雇用創

出を目指している。 
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（２）経済的効果の目標 

【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

付加価値額 － 万円 １９８百万円 皆増 

（算定根拠） 

・北海道内の１事業所あたりの平均付加価値額が４,６１１万円（令和３年 経済センサス－活

動調査）であることから、これを上回る１件あたり４７百万円の付加価値額を創出する地域

経済牽引事業３件創出し、これらの地域経済牽引事業が促進区域で１.４倍の波及効果を与

え、促進区域で１９８百万円の付加価値を創出することを目指す。 

※「北海道津別町基本計画」における現状の値は、地域経済牽引事業計画の承認実績がないた

め記載しない。 

・１９８百万円は、促進区域の全産業付加価値（７,９７５百万円）の２.４％以上となってお

り、地域経済に与えるインパクトは大きい。 

・また、ＫＰＩとして、地域経済牽引事業の新規事業件数、地域経済牽引事業の新規雇用者数

を設定する。 

【任意記載のＫＰＩ】 

 

 

 

 

 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の

新規事業件数 
－ ３件 皆増 

地域経済牽引事業の

新規雇用者数 
－ ３人 皆増 

 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

（１）地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点か

らみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性及びその活用戦略に沿った事

業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が４,

６１１万円（北海道の 1事業所あたり（全産業）平均付加価値額（令和３年 経済センサス－

活動調査））を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内に

おいて、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

 ①促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で２％以上増加すること。 

 ②促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で１％以上もしくは１人以上増加する

こと。 



 
7

  なお、（２）（３）については、地域経済牽引事業計画の計画期間が５年の場合を想定して

おり、それよりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

本計画では重点促進区域は定めない。 

 

５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた

地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

  木材・木製品製造業の集積を活用した木材関連産業分野 

 

（２）選定の理由 

本町には木材・木製品製造業として、１０社が立地し、４６３名が従事している。町の

木材・木製品製造業は製造業の売上高の約９５％、付加価値額の９１％を占めており、木

の町である本町にとって木材産業関連分野は、重要な産業となっている。（ＲＥＳＡＳ：

２０１６年） 

 
（ＲＥＳＡＳ：２０１６年） 

 

  

 

本町では、丸玉木材株式会社、株式会社山上木工の２社が「地域未来牽引企業」に選定

されている（平成２９年１２月２２日経済産業省公表）。 

丸玉木材株式会社は、コロナ禍や安価な輸入合板の増加等により合板業界の経営環境が

厳しくなる中、いち早く道産のカラマツ、トドマツに着目して、これらを原材料とした構

造用合板の製造を他社に先駆けて取り組んでいる。針葉樹は加工が難しく、梱包材などの

低位利用に止まっていたが、最新鋭の切削・乾燥技術等により強度性能等の課題を克服し、

約91%

約9%

製造業における付加価値割合

木材・木製品製造業 木材・木製品以外
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さらに生産ラインのオートメーション化を進め、コスト低減を図る中で、国産材合板工場

としては、国内でもトップクラスの規模を誇っている。令和８年には本社敷地内に第３工

場の建設も予定しており、今後も町内だけではなく道東・北海道の中核企業としてますま

す成長が見込まれる。 

株式会社山上木工では、早くからコンピューター制御によるＮＣ工作機を多数導入し、

木工業界でも最大規模の設備力を有し複雑かつ高精度な木材加工が可能となっている。職

人の技術力を機械化することで、高品質の木工製品を安定的に効率よく生産できる能力が

あり、木工家とのコラボレーションによる自社ブランド「ＩＳＵ-ＷＯＲＫＳ」を立ち上

げるなど、デザイン性の高いイスを全国展開している。また、近年では、令和３年に開催

された「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」のメダルケースを受注・生産し

たことは道内・国内だけでなく世界的な話題となったところであり、今後さらなる成長が

見込まれる。 

さらに、本町には、上記企業の他にも木工クラフト、経木、木製スティック・スプーン

等の製造など、高い技術力をもった企業が多数存在する。 

今後も地域事業者が地域の素材や高い技術力を活用する中で、安定的な生産体制の確立

や新たな取組を後押しし、木材関連産業の付加価値額の増加、雇用者の増加など地域産業

への経済的波及を目指す。 

 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観

点からみた地域の特性に関する事項」に記載のような津別町の特性を活用した地域経済

牽引事業を支援していくためには、地域の事業者のニーズをしっかりと把握し、適切な事

業環境の整備を行っていく必要がある。 

事業者ニーズを踏まえた各種事業環境整備に当たっては、国の支援策も併せて活用し、

積極的な対応で事業コストの低減や津別町独自の強みを積極的に活用する。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

 ①特定地域等における道税の課税の特例に関する条例に基づく課税免除措置 

  北海道では、活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、不動産取得

税等の課税免除措置に関する条例を制定しており、地域経済牽引事業の用に供する施設

を設置した場合の不動産取得税及び道固定資産税について、課税免除を行っている。 

 ②北海道産業振興条例に基づく助成措置 

  地域未来投資促進法の促進区域を北海道産業振興条例に基づく企業立地を促進するた

めの助成の対象地域とし、工場、事業場等の施設の新設または増設に対し助成を行う。 

 ③津別町中小企業振興基金運用要綱 

  津別町では、中小企業に対する融資制度により運転資金や設備資金の融資の斡旋を行
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っており、取扱金融機関に町が資金を預託するとともに利子及び保証料の補給を行い中

小企業の育成振興を図っている。 

 ④津別町起業等振興促進条例 

  町内において事業活動を行う者に対して、起業の促進、企業活動の支援による産業の振

興及び雇用の促進を図ることを目的として、施設及び設備の新設、増設又は改修を対象

として助成しており、起業の場合、空き店舗を活用した場合、新規雇用した場合は、それ

ぞれ加算措置がある。 

 ⑤津別町小規模事業者若者雇用促進助成金交付要綱 

町内において若年者の正規雇用に積極的に取り組む小規模事業者を支援することによ

り、若年者の雇用の促進及び生活の安定を図り、産業の振興及び定住の促進を図ることを

目的として、３５歳以下で１企業３名以内の新規雇用に対して、月額２万円（３年間）を

助成している。 

 ⑥津別町地域特産品販路拡大支援補助金交付要綱 

  町内企業の町外における販路拡大を支援することを目的として、見本市等に出展する

経費に対し、１／２（上限２０万円）を助成している。 

⑦産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の遂行 

町内で創業しようとする者に対して国の施策をより有効に活用するため、「創業支援事

業計画」を策定し、平成２９年５月に認定されている。各支援機関と連携し新規創業に向

けて支援体制を強化する。 

⑧地方創生関連施策 

平成３１年に設立された「株式会社北海道つべつまちづくり会社（津別町字幸町）」や

道の駅あいおいを運営する「株式会社相生振興公社（津別町字相生）」との特産品の共同

研究・開発を行っている。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

 ①津別町が有するデータの公開 

  津別町が保有する資料として開示している情報について、インターネット公開を進め

ており、情報発信に努めている。 

  

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

 ①相談窓口の設置 

  北海道庁経済部産業振興局産業振興課内、津別町産業振興課内に事業者の抱える問題

解決のための相談窓口を設置している。また、事業環境整備の提案を受けた場合の対応

については、町内外関係部局と連携して対応して行くものとする。 

  

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①賃上げ促進支援 

北海道及び北海道経済産業局が主催する官民会議「北海道パートナーシップ構築宣言

普及促進会議」の構成機関が連携し、同宣言の普及・促進に取り組み、適正な価格転嫁に

よる中小企業の賃上げを推進する。 
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（６）実施スケジュール 

取組事項 令和６年度 
令和７年度～令和９

年度 

令和１０年度（最

終年度） 

【制度の整備】 

①特定地域等にお

ける道税の課税の

特例に関する条例

に基づく課税免除

措置 

運用 運用 運用 

②北海道産業振興

条例に基づく助成

措置 

運用 運用 運用 

③津別町中小企業

振興基金運用要綱 

運用 運用 運用 

④津別町起業等振

興促進条例 

運用 運用 運用 

⑤津別町小規模事

業者若者雇用促進

助成金交付要綱 

運用 運用 運用 

⑥津別町地域特産

品販路拡大支援補

助金交付要綱 

運用 運用 運用 

⑦産業競争力強化

法に基づく「創業

支援事業計画」の

遂行 

運用 運用 運用 

⑧地方創生関連施

策 

運用 運用 運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①津別町が有する

データの公開 

運用 運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談窓口の設置 運用 運用 運用 

【その他】 

①賃上げ促進支援 随時実施 随時実施 随時実施 
 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

地域一体となった地域経済牽引事業の促進に当たっては、津別町商工会、北見信用金

庫、網走信用金庫など、地域に存在する支援機関がそれぞれの能力を十分に発揮し、連携

しながら支援の効果を最大限にする必要がある。このため、津別町及び北海道では、これ
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ら支援機関との連携を図りながら、地域経済牽引事業を支援していく。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

①津別町商工会 

 津別町内における商工業の総合的な改善発達と社会一般の福祉の増進に資することを

目的として、経営改善普及事業（経営指導員による相談・支援、創業・経営革新支援等）

や地域振興事業を行っている。 

 ②北見信用金庫及び網走信用金庫 

  津別町中小企業振興基金運用要綱による融資の窓口として中小企業者の運転資金や設

備資金の融資など支援を行っている。 

③国立大学法人北海道国立大学機構北見工業大学 

「地域連携・社会貢献」、「共同研究推進・研究支援」を目的とした産学官連携活動

を推進しており、当該活動を通じた社会貢献を担う「社会連携推進センター」、オホー

ツク地域の行政並びに民間機関との共同研究、研究交流及び技術の指導・教育・開発等

を推進することを目的とした「北見工業大学社会連携推進センター推進協議会」等を設

置している。 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

事業者が新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与

えないよう、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行

う。地域経済牽引事業の活動においては環境保全に留意し、地域社会との調和を図ってい

くものとする。特に、大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、当該事業

の活動等が住民の理解を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会

等を実施するなど、周辺住民の理解を求めていく。 

国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等における地域経済牽

引事業の実施に当たっては、関係機関及び自然環境部局と十分調整を図りつつ、専門家の

意見を聞くなどして、これらの多様な野生動植物の生息・生育や自然環境の保全に十分配

慮し、希少種の生息等への影響がないように実施する。 

また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の温暖化

対策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さない環境づくり

のための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規範意識の向上を目指す。 

 

（２）安全な住民生活の保全 

地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできな

い要素である。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会をつくるため、犯

罪・事故の発生防止に向けた啓発などにより、住民一人ひとりの防犯意識を高めるととも

に、警察、学校、住民、企業の積極的な連携のもと、より一層、地域ぐるみの体制強化を

図っていく。 
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また、交通事故を防止するため、歩道やガードレールを設置するなどにより、歩道と車

道を分離するなど、交通安全施設の整備に努めるとともに、企業の事業所付近、特に、頻

繁に車両が出入りする箇所や交差点等、危険性が高いと思われる箇所については、ミラー

の設置や警備員の配置等を求めていく。 

 

（３）その他 

ＰＤＣＡ体制については、津別町産業振興課において、本計画及び承認地域経済牽引事

業計画の実施状況の取りまとめを行い、毎年度６月、効果の検証と事業の見直しについて

検討する。また、必要に応じ、有識者等の助言を求める。 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

本計画では、土地利用の調整を行わない。 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和１０年度末日までとする。 

「北海道津別町基本計画」に基づき法第１１条第３項の規定による同意（法第１２条第

１項の規定による変更の同意を含む。）を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意及

び法第１３条第４項の規定による承認（法第１４条第３項の規定による変更の承認を含

む。）を受けた承認地域経済牽引事業計画に関する変更の承認及び承認の取消しについて、

当該同意基本計画の失効後も、なお従前の例による。 

 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


